
（第18431号）東 京 都 公 報令和7年11月18日（火曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基

づ
く
個
人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
デ
ジ
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
局
Ｄ
Ｘ
協
働
事
業
部
デ
ジ
タ
ル
手
続
推
進
課
）…
一

○
東
京
都
児
童
福
祉
審
議
会
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
局
子
供
・
子
育
て
支
援
部
企
画
課
）…
三

規

則
（
教
）

○
東
京
都
教
育
委
員
会
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関

す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

公

告

○
優
良
映
画
等
の
推
奨
…
…
…
…
…（
都
民
安
全
総
合
対
策
本
部
総
合
推
進
部
若
年
支
援
事
業
課
）…
五

○
地
域
森
林
計
画
の
案
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）…
五

規

則

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個

人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
六
十
四
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個

人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年

東
京
都
規
則
第
百
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条

条
例
別
表
第
一
の
一
の
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
東
京
都
立
産
業
技
術
高
等

専
門
学
校
授
業
料
軽
減
及
び
選
択
的
学
習
活
動
支
援
制
度
実
施
要
綱
（
平
成
三
十
年
六
月
二
十
九
日

付
三
十
総
総
企
第
二
百
六
十
二
号
総
務
局
長
決
定
）
第
五
条
に
よ
る
授
業
料
負
担
の
軽
減
及
び
選
択

的
学
習
活
動
に
係
る
経
費
の
支
援
の
対
象
資
格
の
認
定
の
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
審
査
又

は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
三
条

条
例
別
表
第
一
の
二
の
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
東
京
都
公
立
大
学
法
人
が

実
施
す
る
授
業
料
減
免
に
係
る
経
費
の
交
付
に
関
す
る
要
綱
（
令
和
五
年
十
月
十
日
付
五
総
総
企
第

四
百
二
号
総
務
局
長
決
定
）
に
よ
る
東
京
都
立
大
学
及
び
東
京
都
立
産
業
技
術
高
等
専
門
学
校
の
授

業
料
の
減
免
に
必
要
な
経
費
の
算
定
に
必
要
な
資
料
の
受
理
、
当
該
資
料
に
係
る
審
査
又
は
当
該
資

料
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

第
四
条

条
例
別
表
第
一
の
三
の
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

東
京
都
重
度
心
身
障
害
者
手
当
条
例
（
昭
和
四
十
八
年
東
京
都
条
例
第
六
十
八
号
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
手
当
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係

る
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

手
当
条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
た
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
審
査
又

は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

三

手
当
条
例
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
、
当
該
届
出
に
係
る
審
査
又
は
当
該
届
出
に
対

す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

四

手
当
条
例
第
十
条
に
規
定
す
る
状
況
調
査
を
行
う
場
合
に
お
け
る
東
京
都
重
度
心
身
障
害
者
手

当
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
東
京
都
規
則
第
百
四
十
一
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
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出
の
受
理
、
当
該
届
出
に
係
る
審
査
又
は
当
該
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

五

手
当
条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
又
は
届
出
の
代
行
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
申
請
若

し
く
は
届
出
の
受
理
、
当
該
申
請
若
し
く
は
届
出
に
係
る
審
査
又
は
当
該
申
請
若
し
く
は
届
出
に

対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
五
条

条
例
別
表
第
一
の
四
の
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十

八
年
東
京
都
規
則
第
十
二
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る

事
務

二

規
則
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
、
当
該
届
出
に
係
る
審
査
又
は
当
該
届
出
に
対
す

る
応
答
に
関
す
る
事
務

三

規
則
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
審
査
又
は
当
該
申
請

に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
六
条
中
「
条
例
別
表
第
一
の
六
の
項
」
を
「
条
例
別
表
第
一
の
五
の
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
か
ら
第
十
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
条

条
例
別
表
第
一
の
六
の
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

東
京
都
妊
娠
高
血
圧
症
候
群
等
に
係
る
医
療
費
助
成
実
施
要
綱
（
平
成
十
二
年
十
月
三
日
付
十

二
衛
健
母
第
二
百
六
十
九
号
衛
生
局
長
決
定
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
要
綱
」
と
い
う
。
）
に

よ
る
医
療
費
助
成
の
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関

す
る
事
務

二

要
綱
に
よ
る
医
療
券
の
被
交
付
者
の
変
動
に
伴
う
届
出
の
受
理
、
当
該
届
出
に
係
る
審
査
又
は

当
該
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
八
条

条
例
別
表
第
一
の
七
の
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
東
京
都
規
則
第

九
十
四
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
（
規
則

別
表
第
一
の
第
一
類
、
別
表
第
五
及
び
別
表
第
六
に
掲
げ
る
疾
病
に
り
患
し
て
い
る
者
に
係
る
申

請
を
除
く
。
）
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

規
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
（
規
則
別
表
第
一
の
第
一
類
、
別
表
第
五
及
び
別
表
第
六
に

掲
げ
る
疾
病
に
り
患
し
て
い
る
者
に
係
る
申
請
を
除
く
。
）
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
審
査
又

は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

三

規
則
第
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
審
査
又
は
当
該
申
請
に

対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

四

規
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
規
則
別
表
第
一
の
第
一
類
、
別
表
第
五
及
び
別
表
第
六

に
掲
げ
る
疾
病
に
り
患
し
て
い
る
者
に
係
る
届
出
を
除
く
。
）
の
受
理
、
当
該
届
出
に
係
る
審
査

又
は
当
該
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
九
条

条
例
別
表
第
一
の
八
の
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染

症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
一
年
東
京
都
規
則
第
百
十
二
号
）
第

十
九
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関

す
る
事
務
と
す
る
。

第
十
条

条
例
別
表
第
一
の
九
の
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

東
京
都
原
子
爆
弾
被
爆
者
等
の
援
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
東
京
都
規
則
第

二
百
三
十
一
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
申

請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

二

規
則
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
審
査

又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

三

規
則
第
二
十
八
条
第
一
項
（
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出

の
受
理
、
当
該
届
出
に
係
る
審
査
又
は
当
該
届
出
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る
事
務

第
十
一
条
、
第
十
二
条
の
前
の
見
出
し
、
同
条
及
び
第
十
三
条
を
削
り
、
第
十
四
条
の
前
に
見
出
し

と
し
て
「
（
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
事
務
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
条
例
別
表
第
二
の
三
の
項
」

を
「
条
例
別
表
第
二
の
一
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
十
五
条
中
「
条
例
別
表
第
二
の
四
の
項
」
を
「
条
例
別
表
第
二
の
二
の
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第

十
二
条
と
し
、
第
十
六
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
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人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
六
十
五
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個

人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年

東
京
都
規
則
第
百
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
中
「
別
表
第
一
の
第
一
類
」
の
下
に
「
及
び
第
三
類
」
を
加

え
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
六
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個

人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
六
十
六
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個

人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年

東
京
都
規
則
第
百
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
二
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
一
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、

同
条
を
第
十
二
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
特
定
個
人
情
報
を
利
用
す
る
事
務
）
」
を

付
し
、
第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
一
条

条
例
別
表
第
一
の
十
の
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

大
気
汚
染
に
係
る
健
康
障
害
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四

十
七
年
東
京
都
規
則
第
二
百
五
十
七
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条

の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る
応
答
に
関
す
る

事
務

二

規
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理
、
当
該
申
請
に
係
る
審
査
又
は
当
該
申
請
に
対
す
る

応
答
に
関
す
る
事
務

三

規
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
受
理
、
当
該
届
出
に
係
る
審
査
又
は
当
該
届
出
に
対
す
る

応
答
に
関
す
る
事
務

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
児
童
福
祉
審
議
会
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
六
十
七
号

東
京
都
児
童
福
祉
審
議
会
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
児
童
福
祉
審
議
会
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
東
京
都
規
則
第
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
三
十
五
人
」
を
「
四
十
人
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

則
（
教
）

東
京
都
教
育
委
員
会
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す



令和7年11月18日（火曜日）東 京 都 公 報（第18431号） ４

る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
五
十
一
号

東
京
都
教
育
委
員
会
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利

用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び

提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
教
育
委
員
会
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
条
例
別
表
第
一
の
十
二
の
項
」
を
「
条
例
別
表
第
一
の
十
の
項
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
条
例
別
表
第
一
の
十
五
の
項
」
を
「
条
例
別
表
第

一
の
十
一
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
条
例
別
表
第
一
の
十
六
の

項
」
を
「
条
例
別
表
第
一
の
十
二
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
す
る
。

第
三
条
中
「
条
例
別
表
第
二
の
五
の
項
か
ら
九
の
項
ま
で
」
を
「
条
例
別
表
第
二
の
三
の
項
か
ら
五

の
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
及
び
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
二
号
と
し
、
第
五
号
を
第
三

号
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
教
育
委
員
会
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
五
十
二
号

東
京
都
教
育
委
員
会
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利

用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び

提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
教
育
委
員
会
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
条
例
別
表
第
一
の
十
の
項
」
を
「
条
例
別
表
第
一
の
十
一
の
項
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
条
例
別
表
第
一
の
十
一
の
項
」
を
「
条
例
別
表
第
一
の
十
二
の
項
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
条
例
別
表
第
一
の
十
二
の
項
」
を
「
条
例
別
表
第
一
の
十
三
の
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
教
育
委
員
会
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
五
十
三
号

東
京
都
教
育
委
員
会
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利

用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び

提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
教
育
委
員
会
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
並
び
に
特
定
個
人
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
条
例
別
表
第
一
の
十
一
の
項
」
を
「
条
例
別
表
第
一
の
十
六
の
項
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
条
例
別
表
第
一
の
十
二
の
項
」
を
「
条
例
別
表
第
一
の
十
七
の
項
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
中
「
条
例
別
表
第
一
の
十
三
の
項
」
を
「
条
例
別
表
第
一
の
十
八
の
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
条
例
別
表
第
二
の
三
の
項
か
ら
五
の
項
ま
で
」
を
「
条
例
別
表
第
二
の
八
の
項
か
ら
十

の
項
ま
で
」
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

優
良
映
画
等
の
推
奨
に
つ
い
て

東
京
都
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
条
例
第
百
八
十
一
号
）
第

五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
青
少
年
を
健
全
に
育
成
す
る
上
で
有
益
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
次
の
と

お
り
推
奨
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

推
奨
番
号

種
類

名

称

制
作
者
等

推
奨
理
由

五
〇
〇

映
画

ホ
ワ
イ
ト
ハ

ン
ド
コ
ー
ラ

ス
Ｎ
Ｉ
Ｐ
Ｐ

Ｏ
Ｎ
〜
Ｂ
ｒ

一
般
財
団
法

人
さ
わ
か
み

財
団

青
少
年
を
健
全

に
育
成
す
る
上

で
有
益
で
あ
る

と
認
め
る
。

ü
ｄ
ｅ
ｒ
よ

ろ
こ
び
の
ウ

ィ
ー
ン
〜

多
摩
地
域
森
林
計
画
の
案
に
つ
い
て

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
多
摩
地
域
森

林
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京
都
知
事
に
対
し
て
意
見

書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

森
林
計
画
区
の
名
称

多
摩
森
林
計
画
区

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
及
び
東
京
都
森
林
事
務
所
保
全
課

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
三
十
日
間

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
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